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令和８年度赤土等流出防止活動支援事業補助金募集要項（一次公募） 

 

１ 事業について 

 この事業は赤土等流出防止対策の推進を図るため、赤土等流出防止活動を行う団体に対

し、補助金を交付するものです。 

 補助金の交付は「赤土等流出防止活動支援事業補助金交付要綱」に基づき行われます。 

 

２ 趣旨 

 本県では亜熱帯性気候のために土壌の団粒構造が発達せずに浸食されやすいうえ、激し

い降雨が多いことから、赤土等流出による河川及び海の汚染が生じ、観光・水産業への影

響が懸念されています。 

 県全体の赤土等流出量のうち 81％が農地からとなっていますが、農地における対策につ

いては費用や作業の負担が大きく、農家のみでの対応は難しいのが現状です。 

 赤土等流出防止対策を進め、河川環境や海域環境を保全するためには、その恩恵を受け

る地域全体で取り組んでいく必要があります。 

 そのため、本事業により、赤土等流出防止に取り組む団体の活動を支援し、赤土等流出

防止対策の推進を図ります。 

 

３ 補助金の交付対象となる事業（補助事業） 

（1）啓発活動  

   赤土等流出防止対策を推進するための環境教育等に関する取り組み。 

（2）流出量削減対策 

  グリーンベルトの植栽、沈砂池の土砂上げ等、直接的な赤土等流出防止対策に関す

る取り組み。 

（3）調査研究 

地域の赤土等流出防止に資する、調査等に関する取り組み。 

 

 ※1 （1）、（2）、（3）を組み合わせた実施も可。  

 ※2 補助対象事業について、本補助金以外の補助金、交付金、助成金等の交付対象で

ないこと。 

※3 補助対象事業の開始が交付決定通知以降であること。 

 

４ 補助対象となる団体 

（1）補助事業の実施主体は、沖縄県内に本社若しくは支社を置く法人、又は法人格を有

さず営利を目的としない民間団体とします。ただし、法人格を有さず営利を目的とし

ない民間団体の場合は、次の各号を全て満たすものとします。 

ア 定款、寄付行為に準ずる規約を有すること。 

イ 団体の意思を決定し、交付申請書に係る内容の活動を執行する組織を有すること。 

ウ 自ら経理し、監査することができる会計組織を有すること。 

エ 団体の本拠又は事務を行う場所を県内に有し、県内で活動する団体であること。 
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オ 活動の実績等から見て、交付申請書に係る内容の活動を確実に実施することがで

きると認められること。 

（2）実施主体は、補助事業の実施地域における市町村、学校、地域住民、他の法人、他

の民間団体等と連携して活動を行うものとし、実施主体は、その代表者として、責任

を負うものとします。ただし、協議会等にあっては、その構成員をもって複数の団体

と連携していると認められる場合は、協議会等単独の活動も可とします。 

 

 

５ 補助額、採択団体数、事業実施期間 

補助（予算）額：4,800千円 

採択団体数：予算の範囲内で決定 

事業実施期間：交付決定の日から令和９年２月末日まで 

 

６ 交付対象経費 

この補助金の補助対象経費及び補助率は、次のとおりです。ただし、１団体あたりの補

助額の上限は 200万円、下限は 10万円とします。 

1区分 2対象経費 3対象経費内容 4補助率 

補助金要綱 

第 3条第 1項 

（1）～（3） 

 

旅費 調査及び講師派遣等のために必要な交通費及

び宿泊費等 

 10/10 

以内 

報償費 講師等の謝礼金 

需用費 活動に必要な消耗品費、印刷製本、燃料費等 

役務費 通信運搬費、手数料、保険料、土砂、ゴミ等

の処理費用等 

使用料及び

賃借料 

会場借料、機械器具借料等 

委託料 重機等を使用する作業及び調査等に必要な分

析の委託費用等 

※報償費は別添１の「講師等謝礼金支払い基準表」に準ずること。 

 

７ 応募方法 

 受付期間中に「10．提出書類及び部数」の書類を「14．問い合わせ先及び書類等の提出

先」の提出先まで、郵送又は持参、メールにより提出してください。 

 

８ 応募期間 

 令和８年４月 23日（木）～令和８年５月 13日（水）17時まで(当日消印有効) 
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９ 公募に関する質問事項受付期間等 

 受付期間：令和８年４月 23日（木）～令和８年４月 30日（木）17時まで 

      ↑は決裁日に合わせて修正します。 

 質問方法：質問票を e-mailで 14の問合せ先に送付してください。 

 回答方法：随時、環境保全課ホームページに掲載します。 

 

 

10 提出書類及び部数 

（1）提出書類 

ア 交付申請書（別記様式第 1号） 

イ 事業実施主体の概要（別紙 1） 

ウ 事業実施計画書（別紙 2） 

 事業実施計画書には次の(ア)～(キ)までを記載すること。 

(ｱ) 事業の目的 

(ｲ) 事業概要（申請する事業の概要を記載） 

(ｳ) 事業の実施方法（説明資料を別葉とする場合や補足する資料を添付する場合

には、添付資料名を記すこと） 

(ｴ) 事業のアピールポイント（これまでの事業と比較して異なる点、重要なポイ

ント、取組の先進性、新規性、優位性、独自性） 

(ｵ)  将来性（社会情勢、ニーズ等への対応、助成事業終了後の事業継続可能性と

発展性とその理由） 

(ｶ)  事業により期待できる効果（地域への波及効果、地域への影響等） 

(ｷ) 事業実施体制（各団体等の役割分担） 

エ 赤土等流出防止活動支援事業補助金 実施内容一覧表（別表 1） 

オ 業務全体のフロー、工程表（別紙 3） 

カ 事業収支予算（別紙 4） 

キ 実施主体の規約、前年度の決算書等 

ク その他参考となるもの（定期刊行物、パンフレット等） 

ケ チェックリスト 

※ 交付申請をするにあたって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入

控除税額を減額して交付申請してください。ただし、申請時において消費税等仕入

れ控除税額が明らかでないものについてはこの限りではありません。 

（2）提出部数：２部（原本１部、副本１部） 

 

 

11 採択団体の決定 

 採択団体については、選定委員会において書面審査により決定します。 

ただし、内容確認のため、問合せ及び資料の提出や対面又は Web 会議ツール等にて直接

ご説明いただく場合がございます。 
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12 審査 

（1）審査方針 

  補助金交付対象事業については、庁内に設置した「赤土等流出防止活動支援事業補助

金採択団体選定委員会」において書面審査を実施し、採否を決定します。 

 また、令和８年度の本補助金の審査は、以下の審査基準に基づいて実施しますので、

審査基準を精読し、これに十分留意して提出書類を作成してください。 

 なお、補助金額については、活動内容等を勘案して決定します。 

（2）審査基準 

助成事業選定基準について

№ 審査項目 評価の視点 備考

1 提案内容の妥当性

普及啓発活動または赤土流出量削減対策
は、一般的に考えられる赤土等流出防止活
動の内容から逸脱していないか。
調査研究は、赤土等流出防止対策の推進に
つながる内容となっているか。

2 提案内容の実現性
手法等の観点から、着実、かつ実行性のあ
る活動の遂行がなされるか。

3 提案内容の斬新さ 先駆性・独創性を有しているか。

4 スケジュールの妥当性
十分な準備の下、無理のない具体的な実施
計画が立てられているか。

5 今後の継続性発展性
事業終了後の普及等、発展性がある内容と
なっているか。

6 活動の広範囲性
他団体（地域住民、民間団体、行政等）と
の連携・協力体制がとられているか。

7 提案の内容が与える効果
この事業を行うことによって、どのような
効果が得られるか。

8 活動内容の緊急度
この事業の実施の有無で、水域へ深刻な影
響を与える可能性があるか。

9 これまでの活動実績
実施主体が当該活動の遂行に十分な能力を
持っているか。

10 活動内容と予算の妥当性
活動の遂行上、適切、的確な積算がなされ
ているか。

※網掛け部分は重要項目として、審査の際に一定の基準を満たしているかについても判断します。

 
（3）提案の無効に関する事項 

   次に該当する場合は、その提案を無効とします。 

  ア 参加する資格のない者が提案をした場合。 

  イ 提案に関して不正行為があった場合。 

（4）その他 

ア 書類提出にあたって使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とします。 

イ 提出書類等の作成・提出等、応募のために要する費用は応募者の負担とします。ま

た、提出書類等は返却しません。 

ウ 提出された事業実施計画書等、審査内容及び審査経過については、公表しません。 

エ 補助金交付金額は、申請内容や応募状況に応じて減額し交付決定することがありま 

す。 
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13 補助事業の令和８年度スケジュール 

 

№ 内容 日程及び場所 

1 公募期間 令和８年４月23日(木)～令和８年５月13日(水)17時 

 質問事項受付期間：令和８年４月23日（木） 

～令和８年４月30日（木）17時まで 

2 公募審査期間 令和８年５月14日(木)～５月下旬 

3 補助金交付決定通知 ６月中下旬を予定 

4 事業実施期間 交付決定通知日～令和９年２月末 

※補助金交付決定日以降から事業を実施してください。 

5 補助金の支払い 

（概算） 

概算払いの申請から２週間後 

6 実績報告の提出 事業完了後30日以内または令和９年３月５日(金)のいずれか早

い日までに実績報告書を提出してください。 

7 補助金の支払い 

（精算） 

実績報告の提出、精査から２週間後 

 

14 問合せ先及び書類等の提出先 

沖縄県環境部環境保全課担当：渡慶次 

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎１丁目２番２号（４ 階）  

TEL 098-866-2236 

FAX 098-866-2240 

e-mail aa038008@pref.okinawa.lg.jp  

※ メールでの提出及びお問合せは、件名に「【赤土等流出防止活動支援事業（補助金）】」

と表記していただきますようお願いいたします。 


